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□

要

旨

尾
張
国
南
西
部
の
海
東
郡
を
拠
点
に
︑
一
二
世
紀
末
～
一
四
世
紀
後
期
ま
で
の
約
二
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
︑
史
料
上
に
姿
を
現
わ
す
在
地
武
士

海
東
氏
の
存
在
形
態
を
追
求
し
た
︒
第
一
章
で
は
︑
鎌
倉
期
の
海
東
氏
に
関
し
て
︑
大
江
広
元
の
子
忠
成
が
海
東
氏
初
代
と
な
り
︑
一
三
世
紀
中

葉
に
は
鎌
倉
を
中
心
に
活
動
し
︑
そ
の
後
継
者
の
一
人
は
京
を
拠
点
と
し
た
が
︑
正
和
年
間
以
降
︑
海
東
郡
に
活
動
の
場
を
移
し
︑
熱
田
大
宮
司

家
の
同
族
の
一
つ
と
し
て
幕
府
か
ら
同
レ
ベ
ル
の
御
家
人
と
見
做
さ
れ
︑
鎌
倉
末
期
に
海
東
郡
内
の
国
衙
領
を
押
領
し
て
在
地
の
領
主
権
を
強
化
︑

南
北
朝
期
に
至
る
こ
と
を
検
討
し
た
︒
第
二
章
で
は
︑
南
北
朝
期
の
海
東
氏
に
関
し
︑
元
弘
の
変
に
て
六
波
羅
方
軍
勢
と
し
て
参
戦
︑
討
死
し
た

海
東
左
近
将
監
の
遺
領
を
一
族
で
確
保
出
来
な
い
情
況
が
生
じ
た
こ
と
を
背
景
に
︑
海
東
氏
は
大
江
氏
に
名
乗
り
を
復
し
︑
忠
興
の
代
に
集
中
し

て
海
東
中
荘
内
の
光
明
寺
に
田
地
寄
進
を
進
め
︑
同
寺
を
一
族
の
菩
提
寺
と
し
て
位
置
付
け
︑
在
地
で
の
一
定
の
権
利
確
保
を
図
っ
た
点
を
検
討

し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

海
東
氏
︑
大
江
氏
︑
中
条
氏
︑
海
東
郡
︑
海
東
荘
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は

じ

め

に

中
世
の
尾
張
国
南
西
部
は
︑
古
代
の
海
部
郡
が
東
西
に
分
割
さ
れ
て
海
東
・
海
西
両
郡
の
成
立
し
て
い
た
地
域
︵
１
︶

で
あ
り
︑
濃
尾
平
野
の

南
端
部
に
あ
た
る
︒
ま
た
︑
こ
の
地
域
は
伊
勢
湾
北
部
の
木
曽
川
と
庄
内
川
︑
佐
屋
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
三
角
州
地
帯
と
い
う
自
然

環
境
で
あ
り
︑
河
川
や
伊
勢
湾
を
利
用
し
て
︑
東
西
に
繋
が
る
交
通
の
要
地
と
い
っ
て
よ
い
地
で
あ
っ
た
︒
こ
の
地
域
の
う
ち
︑
海
東
郡

一
帯
で
は
︑
鎌
倉
初
期
の
一
二
世
紀
末
か
ら
南
北
朝
時
代
の
一
四
世
紀
後
期
︑
康
暦
年
間
ま
で
の
約
二
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
︑
史
料
上
に

在
地
武
士
と
し
て
海
東
氏
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒

こ
の
一
族
に
関
し
て
︑
筆
者
は
以
前
に
拙
稿
﹁
中
世
三
河
中
条
氏
考
︵
２
︶

﹂
に
於
い
て
︑
熱
田
大
宮
司
系
中
条
氏
を
吸
収
し
た
大
江
系
中
条

氏
の
観
点
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
拙
稿
で
は
︑
中
条
範
俊
の
代
を
境
に
し
て
︑
一
三
世
紀
後
期
に
大
江
系
中
条
氏
に
中
条
の
名

乗
り
が
移
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
こ
の
系
統
の
中
条
挙
房
が
足
利
直
義
の
側
近
と
し
て
活
動
し
︑
三
河
国
内
に
所
領
を
有
し
て
い
た
も
の
の
︑

活
動
拠
点
は
京
で
あ
り
︑
挙
房
の
没
後
も
一
門
が
将
軍
足
利
義
詮
の
周
辺
に
残
り
︑
京
で
の
活
動
を
志
向
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
一

方
で
︑
海
東
郡
の
郡
名
を
冠
す
る
同
族
が
海
東
郡
一
帯
に
存
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
の
論
点
の
性
質
上
︑
殆
ど
触
れ
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
そ
れ
を
補
う
べ
く
︑
海
東
氏
に
関
す
る
史
料
は
け
っ
し
て
豊
富
と
は
言
え
ず
︑
ま
た
︑
海
東
三
ヶ

庄
と
の
関
係
も
明
確
で
は
な
い
が
︑
在
地
に
於
け
る
海
東
氏
の
動
向
に
つ
い
て
究
明
を
試
み
た
い
︒
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一
︑
鎌
倉
期
の
海
東
氏

史
料
上
︑
海
東
氏
の
初
見
は
﹃
尊
卑
分
脈
︵
３
︶

﹄
大
江
氏
系
図
に
見
え
る
大
江
忠
成
で
あ
る
︒
こ
の
人
物
は
大
江
広
元
の
子
で
あ
り
︑
そ
の

尻
付
に
は
﹁
左
近
将
監
︑
左
衛
門
尉
︑
刑
部
少
輔
︑
号
二

海
東
判
官
一

﹂
と
記
載
が
あ
る
︒
彼
が
﹁
海
東
判
官
﹂
を
称
す
る
に
い
た
っ
た

の
は
︑
熱
田
大
宮
司
家
の
猶
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
を
継
ぎ
︵
４
︶

︑
こ
れ
を
契
機
に
同
族
の
中
条
信
綱
の
領
有
す
る
海
東
郡
を
拠
点
と
し
て
活

動
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
５
︶

︒
中
条
信
綱
は
︑
建
久
八
年
︵
一
一
九
七
︶
に
尾
張
国
海
東
郡
地
頭
職
を
給
わ
る
︵
６
︶

も
︑
貞
応

元
年
︵
一
二
二
二
︶
以
前
に
海
東
荘
地
頭
職
は
没
収
さ
れ
︵
７
︶

︑
こ
の
海
東
荘
を
除
く
郡
内
所
領
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
︑
大
江
忠
成
が
﹁
海
東

判
官
﹂
と
号
し
て
海
東
氏
を
名
乗
っ
て
い
く
︵
８
︶

の
で
あ
る
︒

こ
の
忠
成
は
︑﹁
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
︵
９
︶

﹂
に
よ
る
と
︑
承
元
二
年
︵
一
二
〇
八
︶
に
熱
田
大
宮
司
職
を
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑

嫡
子
忠
成
に
承
久
三
年
︵
一
二
二
一
︶
時
点
で
そ
の
地
位
を
受
け
継
が
せ
て
お
り
︵

︶
︑
そ
れ
以
後
︑
尾
張
国
内
で
の
動
向
を
︑
管
見
の
限
り

10

史
料
上
跡
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
そ
し
て
︑
次
に
海
東
氏
が
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
︑
忠
成
の
活
動
し
た
一
二
世
紀
末
・
一
三
世
紀

前
期
か
ら
一
世
紀
以
上
後
の
正
和
年
間
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
間
の
空
白
時
期
に
︑
海
東
忠
成
は
鎌
倉
に
姿
を
見
せ
て
い
る
︒﹃
吾
妻
鏡
︵

︶
﹄
11

に
よ
れ
ば
︑
寛
元
三
年
︵
一
二
四
五
︶
八
月
に
行
わ
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
放
生
会
に
﹁
御
後
五
位
﹂
の
一
人
と
し
て
列
参
し
て
お
り
︵

︶
︑
ま
た
︑

12

二
年
後
の
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
六
月
に
は
︑
評
定
衆
を
罷
免
さ
れ
て
い
る
︵

︶
こ
と
が
判
明
す
る
︒
従
っ
て
︑
海
東
忠
成
は
寛
元
年
間
に

13

は
鎌
倉
に
て
活
動
を
展
開
し
︑
少
な
く
と
も
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
六
月
ま
で
は
︑
評
定
衆
の
一
員
と
し
て
鎌
倉
幕
府
の
中
央
で
活
動

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
情
況
を
考
慮
す
る
と
︑
海
東
忠
成
の
動
向
は
一
三
世
紀
中
葉
に
は
︑
在
地
の
海
東
郡
か
ら
鎌
倉
へ

と
︑
そ
の
活
動
の
舞
台
を
移
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

中
世
尾
張
海
東
氏
小
考
︵
鈴
木
︶
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そ
の
後
︑
海
東
忠
成
は
他
界
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
建
治
元
年
︵
一
二
七
五
︶
五
月
に
︑
幕
府
が
御
家
人
に
対
し
て
六
条
八
幡
宮

造
営
費
用
の
賦
課
を
行
っ
た
︵

︶
際
︑
そ
の
造
営
注
文
の
﹁
在
京
﹂
リ
ス
ト
の
中
に
︑﹁
備
中
刑
部
権
少
輔
跡

十
貫
﹂
の
記
載
が
見
出
せ
る
︒

14

﹃
愛
知
県
史

資
料
編
８

中
世
Ⅰ
﹄
に
は
︑
こ
の
備
中
刑
部
権
少
輔
を
官
途
名
か
ら
推
し
て
海
東
忠
成
に
比
定
し
て
い
る
が
︑
こ
の
比

定
が
正
し
け
れ
ば
︑
海
東
忠
成
の
所
領
を
継
承
す
る
者
が
在
京
し
て
お
り
︑
京
を
拠
点
に
活
動
し
た
有
力
御
家
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
︒
よ
っ
て
︑
海
東
忠
成
の
没
後
に
︑
在
地
の
海
東
郡
で
は
な
く
京
を
中
心
と
し
て
活
動
す
る
者
が
︑
海
東
氏
の
中
に
存
し

て
お
り
︑
忠
成
か
ら
熱
田
大
宮
司
職
を
継
い
で
中
条
氏
を
名
乗
っ
て
い
く
嫡
子
忠
茂
も
︑
や
が
て
京
を
拠
点
に
活
動
す
る
道
を
歩
ん
で
い

く
︵

︶
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
一
連
の
動
向
を
踏
ま
え
る
と
︑
前
述
の
如
く
︑
忠
成
の
活
動
し
た
一
二
世
紀
末
・
一
三
世
紀
前
期
か
ら
一
世
紀
以

15上
後
の
正
和
年
間
ま
で
︑
尾
張
国
内
に
於
け
る
海
東
氏
の
活
動
を
跡
付
け
る
史
料
の
残
存
し
て
い
な
い
の
は
︑
単
な
る
残
存
状
況
の
結
果

だ
け
で
な
く
︑
海
東
氏
一
族
の
動
向
が
︑
海
東
郡
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
結
果
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
か
︒

そ
し
て
︑
正
和
年
間
に
な
っ
て
︑
史
料
上
や
っ
と
在
地
の
海
東
郡
を
拠
点
に
活
動
す
る
海
東
氏
が
現
わ
れ
る
︒
そ
の
人
物
は
﹃
公
衡
公

記
﹄
正
和
三
年
︵
一
三
一
四
︶
九
月
二
一
日
条
︵

︶
に
登
場
す
る
︒
同
年
五
月
一
日
︑
新
日
吉
社
で
の
喧
嘩
の
張
本
で
あ
る
山
門
僧
の
交
名
が

16

幕
府
側
に
提
示
さ
れ
︑
同
二
一
日
︑
山
門
僧
の
う
ち
の
大
和
坊
存
憲
を
海
東
備
前
々
司
が
預
か
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
同
時
に
千

秋
上
野
前
司
も
鶴
場
坊
律
師
昌
憲
を
預
か
っ
て
お
り
︑
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
と
並
ん
で
同
じ
役
割
を
海
東
氏
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
こ
の
事
実
か
ら
︑
海
東
氏
は
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
の
同
族
と
し
て
︑
尾
張
国
内
に
於
け
る
同
レ
ベ
ル
の
御
家
人
と
見
做
さ
れ
︑
幕
府

側
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒

次
で
︑
一
七
年
後
の
元
弘
元
年
︵
一
三
三
一
︶
八
月
︑
後
醍
醐
天
皇
の
討
幕
計
画
が
露
見
し
た
元
弘
の
変
に
於
い
て
︑
海
東
備
前
左
近

大
夫
が
六
波
羅
方
と
し
て
参
戦
し
討
死
し
た
情
況
が
︑
複
数
の
史
料
か
ら
窺
い
知
れ
る
︒﹁
元
弘
元
年
日
記
︵

︶
﹂
に
よ
る
と
︑
元
弘
元
年

17

︵
一
三
三
一
︶
八
月
二
七
日
︑
海
東
備
前
左
近
大
夫
が
佐
々
木
大
夫
判
官
︑
波
多
野
上
野
前
司
等
と
山
門
東
坂
下
に
進
軍
し
︑
翌
二
八
日
︑
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海
東
備
前
左左

大
夫

近

大

夫

将
監
が
東
坂
下
で
の
合
戦
に
て
討
死
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑﹃
増
鏡
﹄
巻
一
五
︵

︶
に
は
︑﹁
六
は
ら

(波

羅
)

よ
り
︑
御
か
ど

︵
帝
︶

18

こ
ゝ

︵
坂
本
︶

に
お
は
し
ま
す
と
心
え(得

)

て
︑
ぶ
し

(武

士
)

ど
も
お
ほ

︵
多
︶

く
ま
い
り
か
こ
む
︒
山
ほ
う
し

︵
法

師
)

も
た
ゝ

︵
戦
︶

か
ひ
な
ど
し
て
︑
か
い
と
う

︵

海

東

︶

と
か
や
い
ふ

つ
は
物

︵
強

者
)

う(討
)

た
﹁
れ
に
け
り
︑﹂
と
見
え
︑
海
東
氏
の
六
波
羅
方
で
の
参
戦
︑
討
死
を
伝
え
て
い
る
︒﹃
太
平
記
︵

︶
﹄
に
は
こ
の
間
の
事
情
が
詳

19

細
に
記
さ
れ
︑
海
東
左
近
将
監
が
先
陣
を
切
っ
て
突
入
︑
喉
ぶ
え
を
突
か
れ
て
落
馬
し
︑
首
を
は
ね
ら
れ
た
様
子
や
︑
海
東
左
近
将
監
の

嫡
子
の
幸
若
丸
と
い
う
小
児
が
︑
見
物
衆
に
紛
れ
て
父
の
跡
を
追
っ
て
戦
場
に
来
て
お
り
︑
父
の
敵
を
討
と
う
と
し
て
討
死
︑
郎
等
三
十

六
騎
︑
若
党
八
騎
も
相
次
で
討
た
れ
た
情
況
が
窺
え
る
︒
先
の
海
東
備
前
々
司
と
同
族
の
海
東
備
前
左
近
大
夫
︵
海
東
備
前
左
大
夫
将
監
︑

海
東
左
近
将
監
︶
が
︑
強
者
と
し
て
幕
府
六
波
羅
方
軍
勢
の
一
角
を
占
め
て
い
た
情
況
が
見
出
せ
る
の
で
あ
り
︑
尾
張
国
御
家
人
と
し
て

一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
海
東
備
前
々
司
海
東
備
前
左
近
大
夫
︵
海
東
左
近
将
監
︶
と
も
に
︑
残
念
な

が
ら
そ
の
実
名
は
史
料
上
不
明
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
元
弘
三
年
︵
一
三
三
三
︶
五
月
︑﹁
内
蔵
寮
領
等
目
録
︵

︶
﹂
に
再
び
海
東
備
前
々
司
が
姿
を
現
わ
す
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑

20

内
蔵
寮
領
の
一
つ
と
し
て
尾
張
国
海
東
郡
花
正
保
が
存
し
て
い
た
が
︑﹁
近
年
海
東
備
前
々
司
二

押
領
一︑
代
銭
十
貫
文
内
一
貫
文
寮
官
得

分
致
二

其
沙
汰
一

之
処
︑
此
七
八
ヶ
年
一
向
抑
二

留
之
一︑﹂
と
見
え
る
︒
こ
の
史
料
に
よ
り
︑
海
東
備
前
々
司
が
海
東
郡
花
正
保
に
対
し
て
︑

代
銭
十
貫
文
の
う
ち
一
貫
文
を
﹁
寮
官
得
分
﹂
と
し
て
納
め
る
べ
き
と
こ
ろ
︑
こ
の
七
︑
八
年
間
に
わ
た
り
抑
留
し
て
納
め
ず
︑
花
正
保

を
押
領
し
て
い
た
情
況
が
窺
え
る
︒
海
東
氏
は
﹁
寮
官
得
分
﹂
と
し
て
一
貫
文
を
納
め
る
こ
と
を
条
件
に
︑
花
正
保
の
現
地
管
理
権
を

握
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
︑
鎌
倉
末
期
の
社
会
的
混
乱
に
乗
じ
て
︑
一
気
に
花
正
保
の
押
領
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
期
間
も
七
︑
八

年
間
と
一
定
期
間
に
わ
た
っ
て
お
り
︑
国
衙
領
へ
の
押
領
を
通
じ
て
︑
海
東
氏
が
領
主
権
を
強
化
す
る
動
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い

知
れ
る
︒

以
上
︑
鎌
倉
期
に
於
け
る
海
東
氏
の
動
向
を
検
討
し
た
が
︑
鎌
倉
初
期
に
海
東
氏
を
名
乗
り
︑
海
東
郡
を
拠
点
と
し
た
も
の
の
︑
一
三

中
世
尾
張
海
東
氏
小
考
︵
鈴
木
︶
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世
紀
中
期
に
は
海
東
忠
成
が
鎌
倉
に
活
動
の
場
を
移
し
︑
評
定
衆
の
一
員
と
し
て
幕
府
中
央
で
活
動
し
た
情
況
が
窺
え
︑
一
三
世
紀
後
期

に
な
る
と
︑
忠
成
の
所
領
を
継
承
し
た
者
が
京
を
中
心
に
活
動
を
展
開
し
︑
鎌
倉
中
期
～
後
期
に
か
け
て
の
時
期
は
︑
在
地
の
海
東
郡
を

離
れ
て
の
動
向
が
中
心
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
鎌
倉
後
期
の
一
四
世
紀
前
期
に
は
︑
海
東
氏
は
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
の
同

族
と
し
て
︑
尾
張
国
内
の
同
レ
ベ
ル
の
御
家
人
と
幕
府
か
ら
位
置
付
け
ら
れ
︑
活
動
の
場
を
海
東
郡
に
戻
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ

し
て
︑
元
弘
の
変
で
は
六
波
羅
方
と
し
て
参
戦
︑
討
死
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
こ
の
時
期
に
は
海
東
郡
の
所
領
を
基
盤
に
︑
国
衙
領
へ
の
押

領
を
通
じ
て
在
地
領
主
と
し
て
の
在
地
支
配
権
強
化
を
図
っ
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒

二
︑

南
北
朝
期
の
海
東
氏

南
北
朝
期
に
於
い
て
も
︑
海
東
氏
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
い
が
︑
海
東
氏
と
名
乗
る
の
を
止
め
︑
大
江
氏
に
復
し
て
い
る
情
況
を
見
出

せ
る
︒

こ
の
時
期
に
は
︑
前
章
に
て
検
討
し
た
海
東
左
近
将
監
の
遺
領
が
︑
足
利
尊
氏
に
よ
り
土
岐
頼
重
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
︒
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
二
月
七
日
付
袖
判
下
文
︵

︶
に
よ
り
︑
足
利
尊
氏
が
﹁
尾
張
国
海
東
左
近
大
夫
将
監
跡
﹂
を
﹁
勲

21

功
之
賞
﹂
と
し
て
土
岐
頼
重
に
宛
行
っ
て
お
り
︑
こ
れ
は
一
方
で
土
岐
氏
の
尾
張
国
へ
の
進
出
を
物
語
っ
て
い
る
が
︑
海
東
氏
に
す
れ
ば
︑

元
弘
の
変
で
戦
死
し
た
左
近
大
夫
将
監
︵

︶
の
遺
領
を
︑
二
〇
年
後
の
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
に
は
一
族
内
で
相
続
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

22

情
況
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
︒
ま
た
︑
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
左
近
大
夫
将
監
の
嫡
子
幸
若
丸
が
父
の
戦
死
時
に
死
去
し
て
い
る
の
で
︑

一
族
内
で
遺
領
の
相
続
を
め
ぐ
り
問
題
が
生
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
足
利
尊
氏
に
よ
る
土
岐
氏
へ
の
海
東
氏
所
領
の
宛
行

と
い
う
事
態
は
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
海
東
氏
に
と
っ
て
在
地
で
の
勢
力
後
退
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
か
︒
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し
か
し
︑
こ
の
事
実
か
ら
直
ち
に
海
東
氏
の
在
地
支
配
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
︒
何
故
な
ら
︑
同
年
八
月
に
大
江
義

里
が
﹁
尾
州
海
東
郡
穂
保
光
明
寺
﹂
に
海
東
大
日
堂
・
金
岩
御
堂
・
花
正
観
音
堂
の
堂
地
を
寄
進
し
て
い
る
︵

︶
事
実
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

23

海
東
氏
を
名
乗
る
以
前
の
大
江
氏
を
称
し
て
い
る
が
︑
前
章
で
述
べ
た
海
東
備
前
々
司
の
押
領
し
た
花
正
保
に
所
在
す
る
花
正
観
音
堂
の

堂
地
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
こ
の
大
江
義
里
は
海
東
備
前
々
司
の
系
統
の
一
族
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
海
東
︵
大
江
︶

氏
は
︑
前
述
し
た
如
く
一
八
年
前
の
元
弘
三
年
︵
一
三
三
三
︶
五
月
に
於
い
て
︑
花
正
保
を
﹁
此
七
八
ヶ
年
一
向
抑
二

留
之
一︑﹂
と
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
少
な
く
と
も
正
中
年
間
ご
ろ
よ
り
二
十
四
︑
五
年
間
に
わ
た
り
︑
花
正
保
を
押
領
す
る
情
況
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察

さ
れ
︑
南
北
朝
期
に
海
東
郡
に
て
一
定
の
在
地
勢
力
と
し
て
存
立
し
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
︒

そ
れ
で
は
︑
何
故
海
東
氏
を
称
す
る
の
を
止
め
︑
元
の
大
江
氏
に
復
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
在
地

に
於
け
る
海
東
氏
の
立
場
の
変
化
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
︑
前
述
の
土
岐
氏
の
尾
張
国
進
出
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
︒
足
利
尊
氏
に
よ
り
︑
海
東
左
近
大
夫
将
監
跡
が
土
岐
頼
重
へ
﹁
勲
功
之
賞
﹂
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
事
実
に
着
目
す
れ
ば
︑
海
東
氏

は
土
岐
氏
に
よ
る
所
領
侵
略
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
︑
一
族
の
所
領
を
如
何
に
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
も
の
と
判
断
出

来
よ
う
︒
こ
の
情
況
下
に
於
い
て
︑
海
東
氏
は
あ
え
て
元
の
大
江
氏
に
名
乗
り
を
戻
し
︑
後
述
す
る
如
く
︑
海
東
中
庄
に
所
在
す
る
光
明

寺
︵

︶
を
菩
提
寺
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
で
︑
海
東
郡
内
の
所
領
確
保
を
目
指
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
大
江
氏
に
よ
る
光

24明
寺
へ
の
寄
進
行
為
を
史
料
上
初
め
て
見
出
せ
る
が
︑
海
東
氏
の
所
領
が
土
岐
氏
に
宛
行
わ
れ
た
六
ヶ
月
後
で
あ
る
こ
と
は
︑
単
な
る
偶

然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

大
江
︵
海
東
︶
氏
に
よ
る
光
明
寺
へ
の
所
領
寄
進
は
︑
こ
の
後
︑
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
か
ら
康
暦
二
年
︵
一
三
八
〇
︶
ま
で
の
間
︑

大
江
忠
興
な
る
人
物
に
よ
り
合
計
一
〇
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
次
に
示
す
表
は
︑
そ
の
寄
進
状
況
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
︒

中
世
尾
張
海
東
氏
小
考
︵
鈴
木
︶
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︹
表
︺

年

月

日

所

領

寄

進

理

由

寄

進

先

︿
注
﹀

文
書
番
号

応
安
二
︵
一
三
六
九
︶︑
二
︑
八

重
代
相
伝
私
領
の
田
地
三
町

議
有
る
に
よ
る
︒

当
家
繁
昌
︑
所
願
成
就
︑
息
災
延
命
の
為
め
︒

光
明
禅
寺

177

同
三
︵
一
三
七
〇
︶
八
︑
二
一

寛
忠
よ
り
譲
与
さ
れ
た
田
地
三
丁

別
︵
儀議

︶
有
に
よ
る
︒

光
明
寺

191

永
和
元
︵
一
三
七
五
︶︑
九
︑

父
祖
相
伝
私
領
海
東
郡
三
分
一
方

二
町

志
有
る
に
よ
る
︒

現
当
二
世
︑
所
願
成
就
︑
当
家
繁
昌
︑
息
災
延

命
︑
寿
命
長
遠
の
為
め
︒

穂
保
之
光
明
寺

276

同
二
︵
一
三
七
六
︶︑
三
︑

海
東
郡
内
三
分
一
方
田
地
一
丁
︑

下
地
は
沙
弥
宗
安
の
管
領
と
す
る
︒

別
議(儀
)

有
に
よ
る
︒

大
般
若
勧
請
の
為
め
︒

穂
保
光
明
禅
寺

289

同
三
︵
一
三
七
七
︶︑
三
︑
八

親
父
相
伝
私
領
海
東
郡
内
三
分
一

方
一
〇
丁
三
段
︑

下
地
一
〇
丁
は
中
藤

︵
衆
董
︶

和
尚
の
御
計

と
す
る
︒

剣
王
丸
︵
法
名
善
栄
︶
の
所
領
を
当
人
の
死
去

に
よ
り
寄
進
す
る
︒

息
災
延
命
︑
子
孫
繁
昌
︑
現
当
二
世
諸
願
成
就

の
故
︒

穂
保
光
明
寺

299

同
三
︵
一
三
七
七
︶︑
八
︑
一

一
所
件
名
父
祖
相
伝
所
領
海
東
郡

三
分
一
方
一
町

志
は
息
災
延
命
︑
当
家
子
孫
繁
昌
︑
諸
願
円
満

皆
両
満
足
の
故
︒

穂
保
光
明
寺
之

住
持
中
藤
和
尚

︵
衆
董
︶

304

同
三
︵
一
三
七
七
︶︑
一
〇
︑
一
九

重
代
相
伝
私
領
七
町

志
旨
趣
は
︑
息
災
延
命
︑
当
家
繁
昌
︑
現
当
二

世
︑
所
願
成
就
の
為
め
︒

穂
保
光
明
寺

309

同
五
︵
一
三
七
九
︶︑
三
︑
一
六

相
伝
所
領
田
畠
四
町

身
大
事
に
よ
り
︑
当
家
繁
昌
︑
子
孫
安
穏
︑
所

願
成
就
皆
両
満
足
の
故
︒

穂
保
光
明
禅
寺

343
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康
暦
元
︵
一
三
七
九
︶︑
六
︑
五

忠
興
父
祖
重
代
相
伝
所
領
二
町
五

段
︵
海
東
郡
内
行
成
名
内
︑
月
見

里
十
六
坪
一
町
︑
同
里
二
三
坪
四

段
︑
一
宮
講
田
松
村
里
三
坪
一
町

一
段
︶

大
切
の
御
志
有
る
に
よ
る
︒

息
災
延
命
︑
当
家
繁
昌
︑
現
当
二
世
所
願
悉
成

就
の
為
め
︒

穂
保
光
明
寺

347

同
二
︵
一
三
八
〇
︶︑
八
︑
四

一
町
二
段

下
地
は
故
大
輔
志
〔士
ヵ
〕忠
禅
門
の
一
廻
御
訪
の
為

め
︒

穂
保
光
明
寺

367

︿
注
﹀﹃
愛
知
県
史

資
料
編
９

中
世
２
﹄︵
平
成
一
七
年
︿
二
〇
〇
五
﹀
三
月
︶
所
収
の
文
書
番
号
に
よ
る
︒

こ
の
︹
表
︺
か
ら
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
の
南
北
朝
後
期
に
於
け
る
在
地
で
の
情
況
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
寄
進
対
象

と
な
っ
た
所
領
は
︑
一
〇
例
中
七
例
に
﹁
重
代
︵
父
祖
︑
親
父
︶
相
伝
私
領
﹂︑﹁
一
所
懸
命
父
祖
相
伝
所
領
﹂︑﹁
忠
興
父
祖
重
代
相
伝
所
領
﹂

と
見
え
︑
残
る
三
例
の
う
ち
︑
一
例
︵
二
八
九
号
︶
は
﹁
父
祖
︵
親
父
︶
相
伝
私
領
﹂
の
海
東
郡
内
三
分
一
方
の
田
地
で
あ
り
︑
よ
っ
て

一
〇
例
中
八
例
ま
で
が
﹁
相
伝
私
︵
所
︶
領
﹂
を
寄
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
他
の
二
例
は
︑
一
つ
が
寛
忠
よ
り
譲
与
さ
れ
た
田
地

を
﹁
依
レ

有
二

別
議〔儀

〕
一

﹂︵
一
九
一
号
︶︑
ま
た
も
う
一
例
は
︑
故
大
輔
志

〔士
ヵ
〕忠

禅
門
の
一
周
忌
を
契
機
と
し
て
︵
三
六
七
号
︶︑
各
々
光
明
寺
に

寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
は
海
東
郡
内
に
相
伝
私
領
や
譲
与
さ
れ
た
田
地
等
を
有
し
て
お
り
︑
そ
の
所
領
を

応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
～
康
暦
二
年
︵
一
三
八
〇
︶
と
い
う
一
〇
年
強
の
期
間
に
集
中
し
て
︑
大
江
忠
興
の
手
に
よ
り
特
定
の
寺
に
寄

進
し
た
情
況
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
の
総
面
積
は
三
五
町
に
及
び
︑
こ
れ
は
決
し
て
小
さ
い
数
字
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑

寄
進
理
由
を
見
れ
ば
﹁
当
家
繁
昌
︑
子
孫
繁
昌
︑
所
願
成
就
︑
息
災
延
命
﹂
の
文
字
が
並
ぶ
こ
と
か
ら
︑
寄
進
先
の
光
明
寺
は
大
江
︵
海
東
︶

氏
に
と
っ
て
菩
提
寺
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
か
︒
特
に
永
和
二
年
︵
一
三
七
六
︶
三
月
日
付
︵
二
八
九
号
︶
と
翌
二
年
︵
一
三
七
七
︶
三
月
八

日
付
︵
二
九
九
号
︶
の
各
寄
進
状
に
注
目
す
る
と
︑
前
者
は
寄
進
理
由
が
﹁
故
者
為
二

大
般
若
勧
浄〔請

〕
一

也
﹂
と
見
え
︑
後
者
は
﹁
依
二

字
名
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︶
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剣
王
丸
法
名
善
栄

死
去
一︑
彼
領
地
限
二

永
代
一

光
明
寺
奉
レ

進
処
実
□

〔正
ヵ
〕也

︑﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
に
と
っ
て
光
明
寺
は
特
別

な
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
二
つ
の
理
由
を
記
す
寄
進
状
に
は
︑
前
者
は
﹁
於
二

此
下
地
一

者
︑
為
二

沙
弥
宗
安
管

領
一

可
レ

致
二

沙
汰
一︑﹂︑
後
者
に
は
﹁
但
此
下
地
於
二

十
丁
一

者
︑
中
藤

︵
衆
董
︶

和
尚
可
為
御
計
︑﹂
と
記
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
特
定
の
人
物
に
下
地
の

管
理
権
を
委
ね
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
寄
進
行
為
は
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
に
と
っ
て
︑
在
地
で
の
権
利
を
一
定
程
度
維
持
す
る

こ
と
を
意
図
し
て
の
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
沙
弥
宗
安
﹂
な
る
人
物
の
詳
細
は
史
料
上
不
明
だ
が
︑
寄
進
理
由
の
﹁
大

般
若
勧
請
の
為
め
﹂
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
︑
光
明
寺
に
関
わ
る
在
地
の
有
力
者
の
一
人
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
中
藤

︵
衆
董
︶

和
尚
﹂
は
永
和
三
年
︵
一
三
七
七
︶
八
月
一
日
付
寄
進
状
︵
三
〇
四
号
︶
よ
り
︑﹁
光
明
寺
之
住
持
﹂
で
あ
り
︑﹁
光
明
寺
長
老
﹂
と
称
さ

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
従
っ
て
︑
先
の
永
和
三
年
︵
一
三
七
七
︶
三
月
八
日
付
寄
進
状
︵
二
九
九
号
︶
は
︑
光
明
寺
に
関
わ
る
長
老
を

指
定
し
て
の
寄
進
行
為
と
な
り
︑
更
に
同
年
八
月
一
日
付
寄
進
状
︵
三
〇
四
号
︶
は
︑
他
な
ら
ぬ
中
藤
和
尚
そ
の
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た

寄
進
行
為
な
の
で
あ
り
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
に
と
っ
て
は
︑
在
地
で
の
権
利
を
一
定
程
度
維
持
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
に
よ
る
光
明
寺
へ
の
所
領
寄
進
行
為
は
︑
大
江
忠
興
以
外
に
大
江
氏
女
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
永
和

四
年
︵
一
三
七
八
︶
二
月
二
四
日
付
大
江
氏
女
寄
進
状
案
︵

︶
に
よ
る
と
︑
大
江
氏
女
が
海
東
郡
内
の
穂
保
の
所
領
二
町
を
光
明
寺
へ
寄
進
し

25

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
一
族
の
女
性
も
寄
進
を
行
っ
て
い
る
情
況
が
窺
え
る
︒
こ
の
大
江
氏
女
は
︑
こ
の
時
か
ら
九

年
前
の
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
一
一
月
に
は
︑
海
東
郡
内
の
重
代
相
伝
の
田
地
二
町
を
光
明
寺
坊
主
沓
応
御
房
に
譲
与
し
て
︵

︶
お
り
︑
寄

26

進
行
為
と
合
わ
せ
て
︑
重
代
相
伝
所
領
の
一
部
を
特
定
の
坊
主
に
譲
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
光
明
寺
と
の
関
係
を
よ
り
強
く
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
よ
う
︒

更
に
︑
こ
れ
よ
り
二
年
後
の
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
一
一
月
に
は
︑﹁
し
う
ん
﹂
と
い
う
人
物
が
︑
先
述
し
た
光
明
寺
住
持
︑
長
老

― 10 ―



た
る
﹁
光
明
寺
方
丈
衆
董
和
尚
﹂
に
︑﹁
こ
え
か
け
の
御
た
う

︵
堂
︶

﹂
の
﹁
た
う
ち

︵
堂

地
)

﹂
を
﹁
け
い
や
く
あ
る
に
よ
り
て
﹂
譲
与
し
て
︵

︶
い
る
が
︑

27

こ
の
譲
与
主
体
の
﹁
し
う
ん
﹂
な
る
人
物
は
︑
先
の
大
江
氏
女
の
発
給
し
た
譲
状
お
よ
び
寄
進
状
と
同
様
に
︑
か
な
文
書
で
譲
状
を
発
給

し
て
お
り
︑
女
性
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
堂
地
を
光
明
寺
側
に
譲
与
す
る
こ
と
は
︑
前
述
の
大
江
義
里
に
よ
る
堂
地
の
寄

進
と
実
質
的
に
同
等
の
行
為
と
見
做
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
︑﹁
し
う
ん
﹂
は
大
江
︵
海
東
︶
氏
一
族
の
女
性
の
一
人
と
推
察
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
し
う
ん
﹂
に
よ
る
譲
与
行
為
が
﹁
け
い
や
く
あ
る
に
よ
り
て
﹂
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
穂
保

光
明
寺
側
と
の
何
ら
か
の
結
び
付
き
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
は
海
東
郡
内
に
所
在
す
る
穂
保
光
明
寺
を
核
と
し
て
︑
在
地
に
於
け
る
一
定
の
領
主
権
を
掌
握

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
寄
進
︑
譲
与
行
為
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し
か
し
︑
康
暦

二
年
︵
一
三
八
〇
︶
を
最
後
に
︑
大
江
︵
海
東
︶
氏
は
史
料
か
ら
そ
の
姿
を
全
く
見
せ
な
く
な
り
︑
そ
の
領
主
権
の
具
体
的
な
様
相
も
全

く
不
明
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

尾
張
国
南
西
部
の
海
東
郡
で
活
動
し
た
在
地
武
士
海
東
氏
に
関
し
て
︑
残
存
す
る
史
料
の
少
な
い
中
︑
在
地
に
於
け
る
活
動
の
一
端
で

も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
次
第
で
あ
る
が
︑
実
態
の
解
明
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
情
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
荘
園
に
関
わ
る
存

在
で
あ
る
な
ら
ば
︑
荘
園
関
係
の
古
文
書
や
古
記
録
等
に
何
が
し
か
の
記
載
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
在

地
で
の
動
向
や
領
主
権
の
実
態
等
の
分
析
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
︑
海
東
氏
の
場
合
︑
中
条
信
綱
が
海
東
荘
地
頭
職
を
失
っ
た
こ
と

を
発
端
に
︑
そ
れ
以
後
海
東
三
ヶ
庄
と
の
接
点
を
全
く
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
︒
周
知
の
如
く
︑
海
東
三
ヶ
庄
で
は
中
条
信
綱
の
後
︑
地

中
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︶

― 11 ―



頭
職
は
下
野
の
御
家
人
で
あ
る
小
山
氏
に
宛
行
わ
れ
て
い
く
︒
し
か
し
︑
小
山
氏
に
よ
る
地
頭
職
掌
握
は
︑
地
頭
代
に
よ
る
在
地
経
営
で

あ
っ
た
こ
と
と
︑
分
割
相
続
に
よ
る
所
領
の
細
分
化
や
︑
惣
領
制
の
解
体
に
伴
う
庶
子
一
族
の
自
立
化
の
進
展
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
き
︑

鎌
倉
末
期
に
は
領
家
た
る
久
我
家
が
地
頭
職
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
る
︒
だ
が
こ
の
情
況
も
建
武
政
権
の
崩
壊
を
受
け
て
消
滅
し
︑
上
庄
で

は
出
羽
の
有
力
御
家
人
平
賀
忠
時
が
︑
中
庄
で
は
京
都
の
臨
済
宗
の
名
刹
真
如
寺
が
各
々
地
頭
職
を
獲
得
す
る
︵

︶
︒
そ
し
て
観
応
の
擾
乱
後

28

は
︑
土
岐
一
族
と
京
都
の
天
竜
寺
に
よ
っ
て
地
頭
職
が
分
割
領
掌
さ
れ
て
い
く
︵

︶
の
で
あ
る
︒
こ
の
一
連
の
変
遷
過
程
を
通
覧
す
る
と
︑
海

29

東
中
庄
に
所
在
す
る
光
明
寺
を
菩
提
寺
と
す
る
海
東
氏
が
︑
海
東
三
ヶ
庄
に
多
少
な
り
と
も
関
係
を
有
す
る
機
会
が
生
じ
た
と
し
て
も
お

か
し
く
な
い
と
考
え
る
が
︑
そ
の
形
跡
は
全
く
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
︒
史
料
上
か
ら
判
断
出
来
る
こ
と
は
︑
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
海
東

氏
の
所
領
が
土
岐
頼
重
へ
勲
功
賞
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
事
実
で
あ
り
︑
海
東
氏
が
大
江
氏
へ
と
名
乗
り
を
戻
し
て
い
っ
た
情
況
だ
け
で
あ

る
︒
こ
こ
か
ら
︑
土
岐
氏
に
よ
る
所
領
侵
略
と
い
う
現
実
を
前
に
し
た
海
東
氏
の
︑
在
地
に
於
け
る
微
妙
な
立
場
を
読
み
取
る
こ
と
で
︑

海
東
氏
が
大
江
氏
に
名
乗
り
を
戻
し
て
い
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
情
況
下
の
海
東
氏
に
と
っ
て
は
︑
海
東
三
ヶ
庄
へ

の
復
権
な
ど
考
慮
の
外
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

海
東
氏
は
︑
鎌
倉
期
に
尾
張
国
御
家
人
と
し
て
一
定
の
地
位
を
有
し
︑
鎌
倉
後
期
以
降
︑
海
東
郡
内
の
所
領
を
基
盤
に
在
地
領
主
と
し

て
存
立
す
る
道
を
歩
ん
だ
︒
そ
し
て
鎌
倉
末
期
に
は
︑
社
会
的
混
乱
に
乗
じ
て
国
衙
領
花
正
保
へ
の
押
領
を
す
す
め
て
︑
在
地
で
の
勢
力

拡
大
を
図
っ
て
い
っ
た
︒
次
で
南
北
朝
期
以
降
は
︑
海
東
中
庄
内
の
光
明
寺
を
菩
提
寺
と
し
て
︑
海
東
郡
内
に
一
定
の
所
領
を
確
保
し
︑

大
江
氏
に
名
乗
り
を
戻
し
て
存
立
す
る
道
を
探
っ
て
い
っ
た
が
︑
康
暦
二
年
︵
一
三
八
〇
︶
を
最
後
に
史
料
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
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注
︵
１
︶
現
在
の
愛
知
県
愛
西
市
︵
旧
佐
織
町
︑
佐
屋
町
︶︑
津
島
市
︑
あ
ま
市
︵
旧
美
和
町
︑
七
宝
町
︶︑
蟹
江
町
周
辺
地
域
に
あ
た
る
︒

︵
２
︶
拙
稿
﹁
中
世
三
河
中
条
氏
考
﹂︹﹃
日
本
学
研
究
﹄
第
六
号
︵
平
成
一
五
年
︿
二
〇
〇
三
﹀
六
月
︑
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
︶
所
収
︒︺

︵
３
︶﹃
尊
卑
分
脈
﹄
大
江
氏
系
図
︹﹃
愛
知
県
史

資
料
編
８

中
世
１
﹄︵
平
成
一
三
年
︿
二
〇
〇
一
﹀
三
月
︶
所
収
︑
二
一
三
号
︺︒
以
下
︑﹃
県
史
１
﹄

〇
〇
〇
号
の
如
く
略
記
す
る
︒

︵
４
︶﹃
園
太
暦
﹄
貞
和
二
年
︵
一
三
四
六
︶
一
二
月
二
一
日
条
︵﹃
県
史
１
﹄
一
二
〇
三
号
︶
に
は
︑﹁
熱
田
大
宮
司
職
間
事
︑︵
中
略
︶
忠
広
祖
父
忠
成
︑

雖
二

江
家
異
姓
一︑
為
二

忠
兼
猶
子
一

補
レ

之
云
々

﹂
と
見
え
︑
熱
田
大
宮
司
家
忠
兼
の
猶
子
に
入
っ
て
大
宮
司
職
を
継
い
だ
こ
と
が
窺
え
る
︒

︵
５
︶
拙
稿
﹁
中
世
三
河
中
条
氏
考
﹂︵
注
︵
２
︶
を
参
照
︶
第
一
章
︑
熱
田
大
宮
司
・
大
江
系
中
条
氏
︑
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
６
︶﹃
系
図
纂
要

新
版

第
二
冊
下

藤
原
氏
︵
２
︶﹄
所
収
︑﹁
藤
原
朝
臣
姓

熱
田
大
宮
司
家
系
図
﹂
の
憲
朝
︵
有
範
︑
信
綱
︶
の
尻
付
に
﹁
建
久

八
年
賜
二

尾
張
海
東
郡
地
頭
職
一

﹂
と
見
え
る
︒

︵
７
︶
貞
応
元
年
︵
一
二
二
二
︶
八
月
一
五
日
付
関
東
御
教
書
︵﹃
県
史
１
﹄
二
〇
一
号
︑
久
我
家
文
書
︶
に
よ
る
と
︑
尾
張
国
海
東
荘
の
地
頭
名
田
に
関

す
る
記
載
部
分
に
﹁
依
二

先
地
頭
有
範
之
例
一

﹂
と
見
ら
れ
︑
こ
の
﹁
先
地
頭
﹂
た
る
有
範
は
即
ち
中
条
信
綱
と
同
一
人
物
で
あ
る
︒
な
お
︑
信
綱

が
海
東
荘
地
頭
職
を
没
収
さ
れ
た
理
由
は
︑
承
久
の
乱
に
関
わ
る
軍
事
行
動
を
回
避
し
た
も
の
の
︑
一
旦
は
京
方
に
加
わ
る
動
き
を
と
っ
た
こ
と

へ
の
幕
府
側
の
処
置
と
し
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒︵
注
︵
５
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒︶

︵
８
︶
網
野
善
彦
氏
﹁
尾
張
国
の
荘
園
公
領
と
地
頭
御
家
人
﹂︹
御
家
人
制
研
究
会
編
﹃
御
家
人
制
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
六
年
︿
一
九
八
一
﹀︑
吉
川
弘
文
館
︶

所
収
︒︺
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
９
︶﹃
熱
田
神
宮
文
書

千
秋
家
文
書

下
巻
﹄
所
収
︒

︵

︶﹁
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
﹂︵
注
︵
９
︶
を
参
照
︒︶
に
見
え
る
忠
茂
の
尻
付
に
よ
る
︒

10

中
世
尾
張
海
東
氏
小
考
︵
鈴
木
︶
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︵

︶﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系

吾
妻
鏡
第
三
﹄︵
昭
和
五
二
年
︿
一
九
七
七
﹀︑
吉
川
弘
文
館
︶

11
︵

︶﹃
吾
妻
鏡
﹄︵
注
︵

︶
を
参
照
︒︶
寛
元
三
年
︵
一
二
四
五
︶
八
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
︑
御
後
五
位
の
中
に
﹁
前
刑
部
少
輔
忠
成
﹂
と
見
え
る
が
︑

12

11

こ
の
人
物
は
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
の
忠
成
の
尻
付
に
﹁
刑
部
少
輔
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
︑
大
江
忠
成
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
︒

︵

︶﹃
吾
妻
鏡
﹄︵
注
︵

︶
を
参
照
︒︶
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
六
月
一
一
日
条
に
よ
る
と
︑﹁
前
刑
部
少
輔
忠
成
朝
臣
︑
被
レ

除
二

評
定
衆
一︑
依
下

同
二

13

11

意
毛
利
入
道
西
阿
一

之
過
上

也
︑﹂
と
見
え
る
︒

︵

︶
建
治
元
年
︵
一
二
七
五
︶
五
月
日
付
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
︵﹃
県
史
１
﹄
四
二
六
号
︑
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
︶

14
︵

︶
注
︵
５
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

15
︵

︶﹃
公
衡
公
記
﹄
正
和
三
年
︵
一
三
一
四
︶
九
月
七
日
︑
同
二
一
日
条
︵﹃
県
史
１
﹄
七
二
八
号
︶

16
︵

︶﹁
元
弘
元
年
日
記
﹂︵﹃
県
史
１
﹄
九
〇
四
号
︑
光
明
寺
文
書
︿
光
明
寺
残
篇
﹀︶

17
︵

︶﹃
増
鏡
﹄
巻
一
五
︵﹃
県
史
１
﹄
九
〇
五
号
︶

18
︵

︶﹃
太
平
記
﹄
巻
二
︑
師
賢
登
山
事
付
唐
崎
浜
合
戦
事
︵﹃
県
史
１
﹄
九
〇
六
号
︶

19
︵

︶
元
弘
三
年
︵
一
三
三
三
︶
五
月
二
四
日
付
内
蔵
寮
領
等
目
録
︵﹃
県
史
１
﹄
九
三
七
号
︶

20
︵

︶
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
二
月
七
日
付
将
軍
足
利
尊
氏
袖
判
下
文
︵﹃
県
史
１
﹄
一
二
九
七
号
︑
土
岐
文
書
︶

21
︵

︶﹁
八
坂
神
社
記
録
﹂︵﹃
県
史
１
﹄
二
九
八
号
︶
に
よ
る
と
︑﹁
廿
七
日

(観
応
三
年
八
月
)︑
造
営
事
可
レ

被
レ

定
二

武
家
奉
行
一︑
可
レ

被
レ

仰
二

判
官
入
道

︵
佐
々
木
導
誉
︶

一︑
為
二

山
門
造
営

22

奉
行
一

之
上
者
︑
可
レ

被
レ

仰
欤
之
申
︑
以
二

番
申
次
一

海
東
左
近
大
夫
将
監
内
奏
之
処
︑
可
レ

付
二

賦
判
官
入
道
一

之
由
被
二

仰
出
一
云
々

﹂
と
見
え
︑
元

弘
元
年
︵
一
三
三
一
︶
八
月
に
戦
死
し
た
は
ず
の
海
東
左
近
大
夫
将
監
が
︑
観
応
三
年
︵
一
三
五
二
︶
八
月
時
点
で
生
存
し
て
お
り
︑
彼
が
佐
々

木
導
誉
を
山
門
造
営
奉
行
た
る
こ
と
を
理
由
に
武
家
奉
行
に
任
命
す
る
件
で
内
奏
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒﹃
県
史
１
﹄
は
こ
の
史
料
を
︿
参
考
﹀

と
し
て
載
せ
て
お
り
︑
筆
者
も
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
戦
死
し
た
人
物
と
は
別
の
海
東
氏
一
族
の
者
で
︑
左
近
大
夫
将
監
と
称
す
る
者
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が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
識
者
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
︒

︵

︶
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
八
月
一
五
日
付
大
江
義
里
寄
進
状
︵﹃
県
史
１
﹄
一
三
二
〇
号
︑
醍
醐
寺
文
書
一
四
函
︶

23
︵

︶
康
応
元
年
︵
一
三
八
九
︶
一
一
月
一
五
日
付
亨
菊
寄
進
状
︹﹃
愛
知
県
史

資
料
編
９

中
世
２
﹄︵
平
成
一
七
年
︿
二
〇
〇
五
﹀
三
月
︶
所
収
︑

24

五
六
八
号
︑
久
我
家
文
書
︑
以
下
︑﹃
県
史
２
﹄
〇
〇
〇
号
の
如
く
略
記
す
る
︒︺
に
よ
る
と
︑﹁
尾
張
国
海
東
中
庄
内

(
海
東
郡
・
中
嶋
郡
)

光
明
寺
宝
寿
末
寺

月
舟
開
山

︑﹂
と
見
え
︑

光
明
寺
が
海
東
中
庄
の
内
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒

︵

︶
永
和
四
年
︵
一
三
七
八
︶
二
月
二
四
日
付
大
江
氏
女
寄
進
状
案
︵﹃
県
史
２
﹄
三
一
八
号
︑
醍
醐
寺
文
書
三
函
︶

25
︵

︶
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
一
一
月
日
付
大
江
氏
女
譲
状
︵﹃
県
史
２
﹄
一
七
九
号
︑
醍
醐
寺
文
書
三
函
︶

26
︵

︶
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
一
一
月
二
〇
日
付
し
う
ん
譲
状
案
︵﹃
県
史
２
﹄
二
二
一
号
︑
醍
醐
寺
文
書
三
函
︶

27
︵

︶
小
川
信
氏
﹁
鎌
倉
時
代
お
よ
び
建
武
政
権
下
の
尾
張
国
海
東
三
ヶ
庄
に
つ
い
て
﹂︹﹃
日
本
歴
史
の
構
造
と
展
開
﹄︵
永
島
福
太
郎
先
生
退
職
記
念
会

28

編
︑
昭
和
五
八
年
︿
一
九
八
三
﹀
一
月
︑
山
川
出
版
社
︶
所
収
︒︺

︵

︶
永
徳
三
年
︵
一
三
八
三
︶
七
月
二
五
日
付
将
軍
足
利
義
満
袖
判
下
文
︵﹃
県
史
２
﹄
四
三
五
号
︑
土
岐
文
書
︶
に
よ
る
と
︑

29

︵
花
押
︶

︵
足
利
義
満
︶

下

土
岐
下
野
守

︵

頼

高

︶

法
師
法
名
浄
皎

可
レ

令
二

早
領
知
一

尾
張
国
海
東
庄
除
天
竜
寺

領
︑

︑
美
濃
国
妻
岐
郷
内
笠
原
半
分
・︵
中
略
︶
武
蔵
国
大
井
郷
不
入
読
村
頼
重
跡
等
地
頭
職
事

右
︑
任
二

観
応
元
年
十
月
廿
六
日
・
同
二
年
二
月
七
日
・
同
年
九
月
廿
日
・
延
文
元
年
十
二
月
廿
三
日
・
貞
治
五
年
八
月
三
日
御
下
文
安
堵
等

之
旨
一︑
可
レ

令
二

領
掌
一

之
状
如
レ

件
︑

永
徳
三
年
七
月
廿
五
日

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
足
利
義
満
に
よ
っ
て
土
岐
頼
高
に
安
堵
さ
れ
た
地
頭
職
の
中
に
︑﹁
尾
張
国
海
東
庄
﹂
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
︑
更
に
︑

中
世
尾
張
海
東
氏
小
考
︵
鈴
木
︶
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そ
の
海
東
庄
は
﹁
除
二

天
竜
寺
領
一

﹂
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
海
東
庄
内
に
天
竜
寺
領
が
存
し
︑
そ
れ
は
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
判
明

す
る
︒
そ
し
て
︑
至
徳
四
年
︵
一
三
八
七
︶
閏
五
月
二
一
日
付
天
竜
寺
領
土
貢
注
文
案
︵﹃
県
史
２
﹄
五
〇
五
号
︑
天
竜
寺
文
書
︶
に
は
︑
天
竜
寺

領
と
し
て
尾
張
国
下
飯
田
郷
と
海
東
分
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
海
東
庄
は
こ
の
時
期
に
︑
土
岐
氏
と
天
竜
寺
に
よ
っ
て
分
割
領

掌
さ
れ
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
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